
市民と共に冤罪を考える
裁判員裁判のスタートから約一年が経過し、それまで遠くにあった司法が市民の日常生活に随分近
づいてきた。公判の場でも、わかりやすいプレゼンテーションが導入されるようになった。だが、司法そ
のものの運用や適用にあたっては、まだまだ市民の理解が及ばないところが多い。学校教育の過程
で、十分に学ぶ機会が確保されていないことも大きいだろうが、表面的な司法教育が行われているこ
とも無関係とはいえないだろう。

我が国の刑事事件では、三審制が導入されている。そのため、たとえ間違いがあっても、最終的には
審理の過程で是正されると考えられが ちである。実際、義務教育でそう教えられた記憶がある方も少

なくないだろう。しかし、近年、足利事件の冤罪が明らかとなったこともあり、社会全体の裁判に対する
信頼が大きく揺らいだ。衝撃は大きく、メディアにも頻繁に取り上げられたこともあり、冤罪というテー
マに市民の注目が集まっている。

本来、間違いが起こりにくい（と学校で教えられた）はずの我が国の司法制度で、なぜ、誤判が見つか
るのか？ また、間違いを訴え再審請求を起こしている事件が、なぜこれほど多いのか？ もしかして、
冤罪は身近にあるのだろうか？ そうだとしたら、私たち市民は、司法制度に対して何を学び直す必
要があり、どういう視点を持つことが望まれるのだろうか。 本シンポジウムでは、私たち市民の自由

をある日を境に合法的に奪うこともできる「司法の力」について注目すると共に、それとの適切な付き
合い方を実現するための視点と理解力を身につける。

罰への誘惑と社会がどう距離をとる
べきか。悪いことをした人を、ただ罰
していこうとする風潮から、更正という
道の重要性に目を向けることで、無

用な罪の発生を減らす道を考えてい
くことが大事ではないか。冤罪は、市
民社会の〝（悪い人を）罰したい〟と

いう気持ちとも少なからず関係してい
るのではないか。そして、「悪い人」と
いう存在は、しばしば主観が入った形
で作られるという認識（人間心理）の

罠もある。更正という視点を大事にす
ることで、冤罪も減らすことができる
のではないだろうか。

罰への誘惑との付き合い方

①志布志事件を振り返る （２時間） 司会：水月昭道
・取材者の視点から （市民としてどう捉えたらよいのか） 粟野仁雄氏（30分）
・弁護士の視点から （市民は司法をどう理解すべきか） 野平康博弁護士（30分）
・フィールドワークの感想から （仏縁という視点からの受け止め方） 水月昭道（20分）

－－－会場から（40分）－－－
・指宿信コメント
・浜田寿美男コメント
・サトウタツヤコメント
・会場の市民との交流

＊＊＊休憩 １５分＊＊＊

②市民生活と冤罪との距離 （２時間） 司会：山崎優子
・報道の最前線から （冤罪は遠いのか？近いのか？） 里見繁氏（30分）
・当事者の体験から （私が被疑者になった理由） 桜井昌司氏（30分）
・誤判の構造 （マーシャル事件とカナダの刑事司法参考に） 指宿信（30分）

－－－会場から（40分）－－－
・粟野仁雄氏コメント
・浜田寿美男コメント
・野平弁護士コメント
・会場の市民との交流
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■ JR・近鉄京都駅より市バス50にて「立命館大学前」下車、徒歩5分
■阪急電車西院駅より市バス205にて「わら天神前」下車、徒歩10分
■阪急電車烏丸駅より市バス51・55にて「立命館大学前」下車、徒歩５分
■京阪電車三条駅より市バス15・59にて「立命館大学前」下車、徒歩5分
■地下鉄北大路駅より市バス204・205にて「わら天神前」下車、徒歩10分
■ JR・地下鉄二条駅より市バス15・55にて「立命館大学前」下車、徒歩5分
■ JR 円町駅より市バス15にて「立命館大学前」下車、徒歩5分

市バス204・205にて「わら天神前」下車、徒歩10分

立命館大学衣笠総合研究機構研究員：水月昭道

〒603‐8577 京都市北区等持院北町56－1 
E‐mail：oshouedu@fc.ritsumei.ac.jp

日時：2010年08月07日 土曜日
午後１時～5時半まで
開場：午後１２時３０分 開演：午後１時

場所：立命館大学衣笠キャンパス
創思館１F カンファレンスルーム

主催：R‐GIRO「法と心理学」研究拠点の創成
共催：立命館大学グローバルCOEプログラム「生存学」創成拠点

叫
び
た
し

寒
満
月
の

割
れ
る
ほ
ど

＜アクセス＞

＜問い合わせ先＞ ＊入場無料・予約不要です ＊先着100名様まで
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